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別紙  

配布内訳  

局配布部数  署 数   合 計  

署配布部数は、各署（支署を含む）   
1署当たり1部  

地方局配布先は、   

労働局長1部   
労働基準部長1部   

監督課1部   

労働時間課（※）1部   

（※東京、愛知、大阪局）   

安全衛生課（※）1部   

（※ 北海道、東京、神奈川、愛知、  

大阪、兵庫、福岡局については  

更に安全課分を1部追加配布。  

本省配布先は、   
ル0（国際課経由）；5部   

書記室；3部   

総務課；3部   

監督課；25部   

賃金時間芸果；3部   

徴収課；3部   

労災補償部；6部   

安全衛生部；8部   

勤労者生活部；3部   

図書館等（予備含む）：30都   

合計 89部  

注）（）は、支署数を示す。   



（参考）  

工業及び商業における労働監督に関する条約（第81号条約） （抄）  

（昭和28年10月20日批准登録）  

第20条  

1 中央監督機関は、その管理の下にある監督機関の業務に関する年次一般   

報告を公表しなければならない。  

2 その年次報告は、当該年度の終了後適当な期間内に、いかなる場合にも   

12箇月以内に公表しなければならない。  

3 年次報告の写は、公表後適当な期間内に、いかなる場合にも3箇月以内   

に国際労働事務局長に送付しなければならない。   
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労働基準法制定後勢憫個の労働基準監督  

15 年報をここに公にするム 本年報は平成廿  

年の労働基準行政の活動状況を収録した  

ものであ■る。   
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